
公益財団法人 神澤医学研究振興財団

役員及び評議員の報酬等に関する規程

第１章 総  則

（目 的）

第 １条 この規程は、公益財団法人神澤医学研究振興財団（以下「本法人」とい

う。）の定款第 20 条第 1 項及び第 38 条第 1 項に基づく評議員及び役
員の報酬について定める。

（定義等）

第 ２条 この規程において用語の意義は、次のとおりとする。

（１）役員とは、理事及び監事をいう。

（２）常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、本法人を主た 

る勤務場所とする者をいう。

     （３）非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。

     （４）評議員とは、定款第１５条に基づき置かれる者をいう。

（５）報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律（以下「認定法」という。）第５条第１３号で定める報酬、

賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職

手当であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分

されるものとする。

（報酬等の種類）

第 ３条 報酬等の種類は、次のとおりとする。

     （１）常勤役員報酬（通勤手当を含む。）

（２）常勤役員賞与

     （３）常勤役員退職金

     （４）評議員会又は理事会出席等に対する報酬

（適用範囲）

第 ４条 前条第１項第１号、第２号及び第３号は、常勤役員に適用する。

   ２ 前条第１項第４号は、評議員及び非常勤役員にそれぞれ適用する。

（常勤役員報酬）

第 ５条 常勤役員報酬の額は、常勤役員の職務執行の対価として月額報酬とし、

毎会計年度開始前に理事長が立案し、理事会で決定する。ただし、その

年間総額は６００万円以内（通勤手当を含む。）とする。

   ２ 前項の規定にかかわらず、監事の常勤役員報酬の月額報酬の額は、前項

ただし書の範囲内において、監事の協議によって定める。



（常勤役員報酬の計算期間と支給）

第 ６条 常勤役員報酬の計算期間は、当月１日から月末までの１ヶ月とし、当月  

２５日に支給する。ただし、支給日が休日の場合は、その前日とする。

（常勤役員報酬の支払い）

第 ７条 常勤役員報酬の額は、その内訳を明示し、通貨を持って直接常勤役員に

支払う。

   ２ 常勤役員の同意を得た場合、常勤役員本人の銀行口座等に振り込むこと

ができる。

（常勤役員賞与）

第 ８条 常勤役員の賞与支給額は、原則として年２ヶ月とし、毎会計年度開始前

に理事長が立案し、理事会で決定する。ただし、その年間総額は１００

万円以内とする。

（常勤役員退職金）

第 ９条 常勤役員退職金の支給金額については、評議員会で定めた範囲内の額で

理事長が立案し、理事会で決定する。ただし、支給金額は、常勤役員の

退職時月額報酬金額から通勤手当を差し引いた金額に別表に定める支給

率を乗じて算出した額とする。

（評議員会又は理事会出席等に対する報酬）

第１０条 評議員及び非常勤役員に対し、評議員会及び理事会出席の都度、評議員

会又は理事会出席に対する報酬として一日当たり一人一律 20,000 円
（源泉所得税控除後の金額）を支払うことができる。

   ２ 前項の規定にかかわらず、監事が行う監査業務及びこれに準ずる業務に

対する報酬として、業務一日当たり一人 10,000 円（源泉所得税控除後
の金額）を監事に支払うことができる。

   ３ 報酬は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義

の金融機関口座に振り込むことができる。

（公 表）

第１１条 本法人は、この規程をもって、認定法第２０条第１項に定める報酬等の

支給の基準として公表するものとする。

（改 廃）

第１２条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

（補 則）

第１３条 この規程に定めのない事項については、理事長が理事会の承認を得て、

別に定めるものとする。



付 則

   １ この規程は、公益財団法人神澤医学研究振興財団の設立の登記の日（平

成２２年７月１日）から施行する。

   ２ 当分の間、常勤役員は常務理事限りとする。

   ３ この規程は、平成２４年４月 １日 改正

   平成２５年 1 月 １日 改正
   平成２６年５月 １日 改正実施

別  表

勤続年数 支給率 勤続年数 支給率

１年以上

２年 〃

３年 〃

４年 〃

５年 〃

６年 〃

７年 〃

８年 〃

９年 〃

１０年 〃

０

１．０

２．０

３．０

４．０

５．０

６．３

７．５

８．８

１０．０

２１年以上

２２年 〃

２３年 〃

２４年 〃

２５年 〃

２６年 〃

２７年 〃

２８年 〃

２９年 〃

３０年 〃

２４．０

２５．５

２７．０

２８．５

３０．０

３２．０

３４．０

３６．０

３８．０

４０．０

１１年 〃

１２年 〃

１３年 〃

１４年 〃

１５年 〃

１６年 〃

１７年 〃

１８年 〃

１９年 〃

２０年 〃

１１．３

１２．５

１３．８

１５．０

１６．３

１７．５

１８．８

２０．０

２１．３

２２．５

以上１年を増す毎に２．０

を加える。


